＜控除税額の計算方法が個別対応方式の場合＞
（１）課税売上割合

	課税資産の譲渡等
の対価の額
	／
	資産の譲渡等
の対価の額
	＝
	課税売上割合

	
付表２「消費税等の確定申告書における課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の④の額
	
	
付表２「消費税等の確定申告書における課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の⑦の額
	
	付表２「消費税等の確定申告書における課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の④／⑦

	・・・
	
	・・・
	
	・・・

	
	／
	
	＝
	


　　＊課税売上割合は、端数処理を行わないでください。
（２）補助金の使途（補助対象経費）の内訳
	区分
	課税仕入　A
	非課税仕入

(人件費等)

B
	合計

C(=A+B)

	
	課税売上

対応分 a
	非課税売上

対応分 b
	共通

対応分 c
	
	

	経費の内訳
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	


＊①…補助対象経費中の課税仕入額（課税売上対応分）(a)/補助対象経費の合計額(C)
＊②…補助対象経費中の課税仕入額（共通対応分）(c)/補助対象経費の合計額(C)
（３）補助金に係る仕入控除税額（Ⅰ＋Ⅱの合計額）
〇　課税売上対応分に係る仕入控除税額（Ⅰ）
	補助金の額の確定額
	× ＊① × 10/110
	＝
	補助金に係る

仕入控除税額（Ⅰ）
（円未満切り捨て）

	・・・
	・・・
	
	・・・

	
	× ＊① × 10/110
	＝
	


〇　共通対応分に係る仕入控除税額（Ⅱ）
	補助金の額の確定額
	×＊②×10/110×課税売上割合（　④／⑦　）
	＝
	補助金に係る

仕入控除税額（Ⅱ）
（円未満切り捨て）

	・・・
	・・・
	
	・・・

	
	× ＊② × 10/110× ④/⑦　　　　　
	＝
	


	Ⅰ
	
	Ⅱ
	
	補助金に係る

仕入控除税額
（円未満切り捨て）

	
	＋
	
	＝
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